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由布市公示第９号 

 

由布市自動販売機設置事業者の再公募に関する公告 

 

 由布市有施設における自動販売機について、設置事業者の選定につき、次のとおり公募型見

積り入札を実施する。 

 

令和５年３月２０日 

 

                  由布市長 相 馬 尊 重 

 

 

１ 概要 

 （１）設置場所 

   ア 由布市湯布院健康温泉館        ３箇所 

   イ 由布市湯布院スポーツセンター     ２箇所 

   ウ 由布市庄内ほのぼの温泉館       ２箇所 

 （２）公募する自動販売機数 

    設置場所ごとに各１台 

 （３）設置期間 

    使用許可日から令和８年３月３１日まで。ただし、各設置施設の管理運営形態・実績

を勘案し、由布市が適当と判断した場合には、１年ごとに更新し、当初の使用許可日

から起算して最大５年（令和１０年３月３１日）まで更新できるものとする。 

 

２ 参加資格 

 （１）市町村税を滞納していない者。 

 （２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の

４第１項に定める者並びに同条第２項各号のいずれかに該当する者。 

 （３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続き開始の申立てがされて

いる者又は民事再生法（平成１１法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てがさ

れている者。 

 （４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律７７号。）第２条第

２項、同条第６項に規定する者。 

 （５）事故・故障等の際、自己の責任において即刻対応でき、かつ相応の補償能力がある者。 

 

３ 設置条件 

 （１）自動販売機の規格等 

   ア 周辺環境に配慮した仕様であること（外観色を含む）。 
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   イ 可能な限りユニバーサルデザイン仕様であること。 

   ウ ホットアンドコールド機であること（紙パックのものを除く。）。 

   エ ノンフロン対応機であること。ただし、設置機種によりノンフロン対応機の普及が

ないものについては、可能な限り環境に配慮したものとする。 

   オ 「学習省エネ機能」、「真空断熱材」や「ヒートポンプ採用」など、トップランナー

方式に従った消費電力量の低減に資する技術等を導入し、環境に十分配慮した環境

対応型の機種であること。 

   カ 照明はタイマーによる電気調節ができること。（自動点滅、減光機能搭載機とする

こと。） 

   キ 耐震対策を行い、できる限り建物躯体に負担のかからない方法で設置のこと。 

   ケ 施設所管課が随時実施する売上本数及び売上額の確認作業が行える仕様であるこ

と。 

   コ 安全対策 

    ① 「自動販売機の据付基準（JIS 規格）」及び「自動販売機据付基準マニュアル（一

般社団法人日本自動販売機工業会作成）」を遵守した転倒防止対策を施すこと。な

お、自動販売機の設置に伴う事故については、由布市の責に帰する事由による場合

を除き、設置事業者がその責を負う。 

    ②「自販機堅牢化基準」（一般社団法人日本自動販売機工業会作成）を遵守し、犯罪

防止に努めること。 

      なお、自動販売機の汚損又は毀損、盗難等の事故が発生した場合、由布市の責に

帰することが明らかな場合を除き、由布市はその責を負わない。 

    ③「食品、添加物の規格基準」（食品衛生法）及び「自動販売機の食品衛生に関する

自主的取扱要領」（業界自主基準）等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽く

すこと。 

   サ 設置に当たり、自動販売機及び回収ボックス等について、施設管理上必要な指導を

したときは、それに従うこと。 

   シ 設置場所の寸法には、自動販売機本体のほか、使用済み容器回収ボックス設置部

分・放熱余地・自動販売機脚部に設置する転倒防止用鉄板等を含むものとする。 

 （２）販売品目の条件等 

   ア 酒類及びその類似品を除き、清涼飲料水、コーヒー飲料、乳飲料、牛乳を販売対象

品目とし、一般市場で認知、支持を受けている商品を半数以上の品目とした構成と

すること。 

   イ 標準小売価格を上回らないこと。標準小売価格が設定されていない場合は各製造者

の設定している最低価格、又は市場の状況等を勘案して市が適当と認めた価格とす

る。 

 （３）維持管理責任 

   ア 商品補充及び金銭管理など自動販売機の維持管理については設置事業者が行うこ

と。また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫及び補充管理を適切に行うこ
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と。 

   イ 自動販売機の所有、設置管理、故障発生時等の対応、商品の補充及び売上代金の回

収等を他者に行わせようとする場合は、自動販売機を設置しようとする日までに、

当該他者との間で委託契約又は協定等を締結していなければならないものとする。

その場合にあっては、設置事業者として決定を受けた後、当該委託契約書又は協定

書等の書類の写しを市に提出すること。 

      ただし、上記の全てを他の者に委託することはできない。 

   ウ 自動販売機設置場所には、販売する飲料の使用済容器の回収ボックスを設置し、回

収ボックス内にある使用済容器は、他社製品持ち込み等問わず、設置事業者の責任

で適切に回収及びリサイクルをすること。 

   エ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守及び徹底を図るとともに、

関係機関等への届出及び検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。 

   オ 自動販売機の設置に当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置するこ

と。 

   カ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置事業者の責任において、

設置事業者の連絡先を明示し、専門技術サービス員を配置し即時対応すること。 

 （４）自動販売機納付金の納付 

   ア 自動販売機納付金は、各自動販売機に係る各月ごとの売上合計額（消費税及び地方

消費税相当額を除く。）に納付金料率を乗じて得た額に１００分の１１０を乗じた

額とすること。 

   イ 自動販売機納付金は、由布市の発行する納入通知書又は口座振込により、指定する

期日までに全額納入すること。 

   ウ 設置事業者は、各月ごとの１台あたりの売上本数及び売上額が確認できる書面を施

設所管課に報告するとともに、施設所管課が随時実施する売上本数及び売上額の確

認作業に協力すること。 

      なお、各自動販売機の売上額は、以後の公募の際等に公表することがある。 

 （５）その他必要経費等 

   ア 自動販売機（付帯電気設備を含む。）の設置及び撤去に要する工事費、移転費等一

切の費用は設置事業者の負担とする。なお、新たな電気工事を必要とするものにつ

いては、由布市と協議のうえ、電気関係法令を順守して施行し、工事後は速やかに

由布市の確認を受けること。 

   イ 自動販売機の運転に必要な電気使用料については、全額を設置事業者の負担とし、

設置事業者の負担により子メーターを設置すること。 

      なお、電気使用料については子メーターの指示値により計測した消費電力量に基

づき計算した金額とし、由布市の発行する納入通知書により指定する期日までに全

額納入すること。 

 

４ 応募申込書及び見積書の提出方法 
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 （１）提出方法 

   書留又は簡易書留郵便による郵送、あるいは持参方式 

 （２）提出書類 

   ア 応募申込書（複数の物件番号に応募する場合は、応募する物件番号ごとに提出） 

   イ 販売を行うとする清涼飲料水等の品目リスト（設置予定の自動販売機の寸法が分か

る資料と外観カラー写真（２面以上。カタログの写しでも可） 

   ウ 法人登記簿謄本、または住民票謄本（写しでも可） 

   エ 市町村税の完納証明書（申込日より 3 ヶ月以内に発行されたもの。写しでも可）た

だし、市町村税を納付する義務がない者については、完納証明書は不要。 

   オ 印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書。写しでも可） 

   カ 誓約書 

   キ 見積書 

 

５ 見積方法及び選定方法 

 （１）別紙「使用物件一覧表」に記載の物件番号ごとに、自動販売機納付金料率（以下「納

付金料率」という。）の見積りを行う。物件番号ごとに市が予定する最低納付金料率

以上で納付金料率の見積りをした者の中から、見積もった納付金料率の最も高い者を

設置事業者として決定することとする。  

 （２）最低納付金料率は別紙「使用物件一覧表」のとおり。 

  

 

６ 開札の場所及び日時 

 （１）場所：由布市庄内町柿原３０２番地  

         由布市役所本庁舎 市民ホール２階 ２―２会議室 

 （２）日時：令和５年３月３１日（金曜日）午後２時００分 

 

７ 無効事項 

  次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。 

 （１） 参加資格のない者のした見積り 

 （２） 最低納付金料率に達しない納付金料率を記載した見積り 

 （３） 納付金料率を改ざんし、又は訂正した見積り（訂正印を押印していても無効） 

 （４） 記入事項を判読できない見積り 

 （５） 見積り事項の一部又は全部が記入されていない見積り 

 （６） 記名押印のない見積り 

 （７） 同一の物件に、同一者が２通以上の見積書を提出した見積り（代理人によるものも

含む。） 

 （８） 受付期間内に到達しなかった見積り 

 （９） 書留又は簡易書留郵便あるいは持参によらないで提出された見積り 
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 （１０） 二重封筒により提出されなかった見積り 

 （１１） 中封筒に封印がされていない見積り 

 （１２） その他見積りの条件に違反した見積り 

 

８ その他 

 （１）見積り参加者の入場は自由する。ただし、参加者又はその代理人以外の方は入場でき

ないこととする。なお、代理人による入札の場合は、委任状を提出すること。 

 （２）見積りは、所定の様式の見積書によりすること。 

 （３）その他不明な点がある場合は、由布市財政課財産管理係に問い合わせること。 


